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令和６年４月から労働条件の明示事項等のルールが変更されます（PartⅡ） 

平成２５年４月から同一の使用者（企業）との間で、アルバイトや契約社員などの有期労働契約
が通算５年を超えて更新された場合、当該労働者からの申し込みにより期間の定めのない労働契約
に転換される無期転換ルールが施行されています。実際に有期労働契約で働く人の約３割が通算５
年を超えて契約更新をしており、有期契約労働者が戦力として定着している現状が多く見受けられ
ます。このような状況を踏まえ、厚労省では事業者にとっての雇用の安定、有期契約労働者にとっ
ての雇止め不安の解消により、安心して働くことを可能にするため、制度の見直しを行いました。 
事業者の皆様には、今回の改正を踏まえ、労働者との労使契約の締結状況、契約期間等を確認の

うえ、適切にご対応いただきますようお願いいたします。 
 
 

 

同一使用者（企業）との間で、有期労働契約が通算５年を超えて更新された場合、有期契約労働

者からの申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換されるルールのことを言います。無

期転換ルールは企業の規模にかかわらず、全企業が対象となりますので注意が必要です。 

また、無期転換ルールへの対応が求められるのは「契約社員」「アルバイト」など、契約期間に

定めのある全ての労働者が対象となります。 
 
 
             ※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。 

 
労働契約法では、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、通算契約期間または更新

回数の上限がある場合は、その内容の明示が必要と定められています。また、“新たに更新上限を

設ける場合”“更新上限を短縮しようとする場合”には、あらかじめ設定・短縮する理由を労働者

に説明する必要があります。 

面談等による文書交付や説明事項をすべて明記した、労働者が容易に理解できる内容の資料を交

付するなどの方法により、面談等での説明が必要です。同時に複数人に説明する場合は説明会方式

等で実施することも可能です。労使トラブル防止等のためにも、事業主だけでなく労働者も一緒に

書面等により確認することが望ましいです。 

また、「更新上限の内容」以外にも労働契約締結時に書面で明示する必要事項（適正化通信№１

８５－１参照）がありますので、労働契約の内容を変更する際には変更内容をできる限り労使間で

確認、明確化するよう心掛けましょう。 

 

  

無期転換ルール 

更新上限の書面※明示 

 

 

有期契約 
労働者に 
関する項目 



 
 
 
                            ※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。 
 

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約期間初日か

ら満了日までの間に、無期転換の申し込みができる旨を書面で明示する必要があります。 

厚労省が定めている「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」では、事業主は有期契

約労働者の相談等に適切に対応する体制を整備しなければならないと定められています。無期転換

申込権もこれに当たりますので、企業内における体制の構築は必要となります。 

 

 

 

有期労働契約者に対する無期転換申込機会の書面※明示 



 
 

 

有期契約労働者に無期転換を申込む権利が発生した契約期間中に、無期転換への申込みがあっ

た場合には、使用者は申込みを承諾したものとみなされ、その時点で無期労働契約が成立しま

す。 

具体的には、以下の３要件がそろった時に無期転換申込権が発生します。 

 

 

 

 
 
 

≪ 要件１ 有期労働契約の通算期間が５年を超えている ≫ 

同一の使用者との間で締結された有期労働契約期間の通算契約期間が５年を超えていれば要
件を満たします。また、契約期間が５年を経過しなくても、無期転換申込権が発生する場合も
ありますので注意が必要です。（下図参照） 

 

 

また、同一使用者と無契約期間が一定の長さ以上にわたる場合、それ以前の契約期間は通算
対象から除外されます。但し、無契約期間以前の通算契約期間が１年以上であり、無契約期間
が６ヶ月以上の場合には当該無契約期間以前の契約期間は通算契約期間に算入されません。 

  

 

≪ 要件２ 契約の更新回数が１回以上 ≫ 

契約更新等により、同一使用者との間で有期労働契約を締結したことが要件となります。 

 

無期転換の条件 

 

● 要件１：同一の使用者との間で締結された有期労働契約の通算期間が５年を超えている 

● 要件２：契約の更新回数が１回以上 

● 要件３：現時点で同一の使用者との間で契約している 



 

 

≪ 要件３ 現時点で同一使用者との間で契約している ≫ 

通算５年を超えて契約してきた使用者との間で、現在も有期労働契約を締結していることが

必要要件です。 

 

 
 
 

無期転換ルールの適用を免れるために、無期転換申込権が発生する前の“雇止め”や“契約期間

中の解雇”等を行うことは労働契約法の趣旨に照らして望ましくありません。使用者が有期労働契

約の更新を拒否して雇止めを行った場合、労働契約法の雇止め法理（労働契約法第１９条）により

雇止めが無効となる場合がありますので、慎重な対応が必要となります。 

通算契約期間が５年を超える有期契約労働者が無期転換の申し込みを行ったときは、使用者は承

諾したものとみなされ、申し込み時点で有期労働契約期間が満了する日の翌日を始期とする無期労

働契約が成立するため、決して無期転換を拒否することはできません。 

 

 

無期転換をスムーズに進める上では、労使のコミュニケーションを密に取ることが大切です。労

働組合や組合がない場合は、労働者の代表などと協議の場を持ち、労働者側から不満や反発が出る

ことのないよう丁寧な説明等を心掛け、労使間のトラブル防止に繋げるようお願いいたします。 

以下に示した「無期労働契約転換申込書・受理通知書」様式を参考に、各社における準備、対応

等をお願いいたします。 

なお、「無期労働契約転換申込書・受理通知書」様式は厚労省ＨＰに掲載されています。 

次号では無期転換時に適用される「就業規則の整備」等についてお知らせいたします。 

  

※ 厚労省ＨＰ「無期労働契約転換申込書」（ＰＤＦ） 

 

 

 
 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

電話 ０２７－２１２－８８２１ 

雇止め・契約期間中の解雇等 


